
（別 紙） 

子吉川水系鳥海ダム建設事業に係る環境影響評価書に対する国土交通大臣意見 

 

 以下の措置を適切に講ずるとともに、その旨を補正後の評価書に適切に記載すること。 

 

１．総論 

（１）調査・予測・評価の再実施 

本事業については、工事着手時期が未定であり、長期間に渡る工事が予定されてい

ることから、本事業の実施までに対象事業実施区域及びその周辺の自然環境等に変化

が生じる可能性がある。このため、工事着手前又は工事中に、現段階で予測し得なか

った環境変化が生じた場合には、その変化の状況に応じ、最新の知見等に基づき、調

査・予測・評価を改めて実施し、必要に応じ、適切な環境保全措置を講ずること。 

 

（２）事後調査の結果の公表等について 

① 今後、事後調査等の結果を踏まえ、追加的な環境保全措置を講ずる場合は、これ

までの調査結果や専門家等の助言を踏まえて、措置が十全なる内容となるよう客

観的かつ科学的に検討すること。また、検討のスケジュール及び方法、専門家等

の助言、検討に当たっての主要な論点及びその対応方針等を公開し、透明性及び

客観性を確保すること。 

② 事後調査及び環境監視等により本事業による環境影響を分析し、判明した環境の

状況に応じて講ずる環境保全措置の内容、効果及び不確実性の程度について、環

境影響評価法に基づく報告書（以下「報告書」という。）として取りまとめ、公表

すること。 

③ 本事業については工事が長期に渡ることから、住民等からの透明性及び客観性の

確保等の観点から、報告書の作成とは別に、工事中や供用後において、環境保全

措置、事後調査及び環境監視の結果等の公表に努めること。 

 

２．各論 

（１）鳥類に対する影響  

  対象事業実施区域及びその周辺では複数のクマタカのペアの生息が確認されており、

特に本事業に係る工事をクマタカの営巣期に実施する場合には、重大な影響が懸念さ

れる。 

   このため、クマタカの営巣期における工事は基本的に避けるとともに、やむを得ず

工事を実施する場合には、工事が与えるクマタカの生息及び繁殖への影響について、

適切に事後調査を行いつつ、重大な影響が認められた場合は、工事を一旦中止すると

ともに、専門家等からの助言を踏まえて、追加的な環境保全措置を講ずるなど、可能

な限り影響を低減すること。 

 

（２）動植物及び生態系に対する影響 

本事業の実施によるダム下流河川の流況の安定化、流出土砂の減少、ダム上流の湛

水等により、魚類、底生動物、河川の植生等の動植物及び生態系への影響が懸念され

る。このため、工事の実施前、工事中及び供用後において、魚類、底生動物、河川の



植生等の動植物の生息・生育状況等を適切に監視し、動植物及び生態系への重大な影

響が確認された場合には、専門家等の意見を踏まえ、追加的な環境保全措置を講ずる

こと。  

また、ダム上流の湛水域等の対象事業実施区域には、自然環境保全法（昭和 47 年法

律第 85 号）に基づく自然環境保全基礎調査の第３回調査（特定植物群落調査）で特定

植物群落に選定された「袖川のシロヤナギ林」及び自然度の高い植生が存在している。

本事業者における評価書の環境影響評価によれば、本事業の実施により特定植物群落

等の一部が改変により消失すると予測されていることから、詳細計画の策定に当たっ

ては、専門家等の意見を踏まえ、特定植物群落等の改変を最小限に抑制すること。 

 

（３）景観に対する影響 

貯水予定区域の一部は、鳥海国定公園の核心的な地域として、当初の景観を極力保

護することが必要な地域である第一種特別地域と重複しており、 二次林等により形成

される優れた景観への重大な影響が懸念される。しかしながら、本評価書においては、

「法体園地」からの眺望景観への影響については調査・予測・評価されているものの、

公園計画上、利用施設計画として位置づけられている猿倉法体の滝線道路から当該第

一種特別地域を望む眺望景観について調査・予測・評価が実施されていない。また、

景観資源としての当該第一種特別地域への影響について、二次林等の景観の構成要素

を十分に勘案した調査・予測・評価を実施しておらず、本事業による国定公園の景観

への影響についての評価が十分とはいえない。  

このため、今後、当該第一種特別地域の改変については、公園管理者である秋田県

を始め、地元地方公共団体等の関係機関と十分に協議・調整を行いつつ、景観への影

響に関する追加的な調査・予測・評価及びその結果に基づく環境保全措置を検討・実

施し、国定公園の風致景観への影響を回避又は極力低減すること。 

 

（４）人と自然との触れ合いの活動の場に対する影響 

   対象事業実施区域の周辺には、人と自然との触れ合い活動の場である「法体の滝」

及び「法体園地キャンプ場」が存在していることから、本事業の実施による工事中の

騒音等による影響が懸念される。このため、これら人と自然との触れ合い活動の場の

周辺における工事の実施に当たっては、人と自然との触れ合いの活動の場の利用が集

中する時期を避ける等により、国定公園の利用に支障が生じないよう配慮すること。 

 

（５）建設発生土の発生抑制及び有効利用 

本事業の施工に伴い発生する建設発生土は約 71.5 万㎥と予測されており、その全

量を対象事業実施区域内に設置する建設発生土処理場で処理するとされている。この

ため、工事及び残土処分の詳細計画の策定に当たっては、建設発生土の発生抑制に努

めるとともに、可能な限り堤体材料として適切に有効利用すること。それでもなお、

建設発生土処理場を設置する場合にあっては、処理量に見合った適切な規模とし、建

設発生土処理場の設置に伴う改変を最小限に抑制すること。 

 


